
注 記 

一般会計等 

１ 重要な会計方針 

（１）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは再調達原価により計上している。

ただし、道路及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なもの又は昭和 59 年度以前に取

得したものは、原則として備忘価格１円としている。 

 

（２）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法 

ア 満期保有目的有価証券…………………償却原価法（定額法） 

イ 満期保有目的以外の有価証券 

（ア）市場価格のあるもの…………………会計年度末における市場価格 

（イ）市場価格のないもの…………………取得原価 

ウ 出資金……………………………………出資金額 

 

（３）有形固定資産等の減価償却の方法 

ア 有形固定資産（リース資産を除く。） 

定額法とする。なお、主な耐用年数は以下のとおり。 

・建 物：10 年～50 年 

・工作物：10 年～80 年 

・物 品：６年～45 年 

※土地、立木竹、建設仮勘定及び物品（美術品）は減価償却を行わない。 

イ 無形固定資産（リース資産を除く。） 

定額法とする。 

なお、ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（５年）に基づく定

額法に基づき算定している。 

ウ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内の

リース取引及びリース契約１件当たりのリース料総額が 300 万円以下のファイナンス・リース

取引を除く。） 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法とする。 

 

（４）引当金の計上基準及び算定方法 

ア 投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものにつ

いて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上

している。 

イ 徴収不能引当金 

長期延滞債権、未収金及び貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率又は

個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。 

ウ 退職手当引当金 

期末自己都合要支給額を計上している。 

エ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上して



いる。 

オ 賞与等引当金 

翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相

当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上している。 

 

（５）リース取引の処理方法 

ア ファイナンス・リース取引 

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引 

リース期間の中途において契約解除が実質的に不可能であるもので、かつ、リ

ース期間終了後又はリース期間中途でリース資産の所有権が借り手に移転する

等、その取引の実態が財産の買入と同様の効果をもたらすと考えられる取引のう

ち、リース期間（１年以上）中のリース料総額が 300 万円を超えるものについて、

資産に計上することとしている。 

（イ）オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行い、資産に計上していない。 

 

（６）資金収支計算書における資金の範囲 

  地方自治法第 235 条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としている。 

  なお、現金には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含む。 

 

（７）物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 100 万円（美術品は 300 万円）以上の場

合に資産として計上している。 

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じている。 

 

２ 重要な会計方針の変更等 

  該当なし 

 

３ 重要な後発事象 

該当なし 

 

４ 偶発債務 

保証債務及び損失補償債務負担の状況 

（単位：百万円） 

種類 法 人 名 残 高 

債務 

保証 

該当なし 0 

小 計 0 

損失 

補償 

鳥取県農業農村担い手育成機構 4 

鳥取県造林公社 4,132 

鳥取県信用保証協会 305 

鳥取県産業振興機構 25 

小 計 4,466 

合  計 4,466 



５ 追加情報 

（１）財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項 

ア 一般会計等財務書類の対象範囲 

  一般会計、用品調達等集中管理事業特別会計、公債管理特別会計、給与集中管理

特別会計、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計、中小企業近代化資金助成事業

特別会計、就農支援資金貸付事業特別会計、林業・木材産業改善資金助成事業特別

会計、県営林事業特別会計、沿岸漁業改善資金助成事業特別会計、収入証紙特別会

計、県立学校農業実習特別会計、育英奨学事業特別会計 

イ 一般会計等と普通会計の対象範囲の差異 

一般会計等と普通会計とほぼ同様の範囲だが、一般会計等はいわゆる想定企業会

計（県営農業集落排水事業、団体営農業集落排水事業）及び地方消費税清算金に係

る債権債務を控除していない。 

ウ 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の５に基づき、出納整理期間が設けられている会計において

は、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計

数としている。 

エ 百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計額が一致しない場合がある。 

オ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率は、次のとおり。 

                               （単位：％）  

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － 9.5 132.8 

カ 債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 97,625 百万円 

キ 繰越事業に係る将来の支出予定額 54,695 百万円 

 

（２）貸借対照表に係る事項 

ア 売却可能資産の範囲及び内訳 

（ア）範囲 

売却を予定している公共資産 

（イ）内訳 

（単位：百万円） 

区分 金額 

事業用資産／土地・建物 133 

合計 133 

イ 減債基金に係る積立不足額 

なし 

ウ 基金借入金（繰替運用） 

県立公共施設等建設基金 7,000 百万円、大規模事業基金 3,000 百万円、 

長寿社会対策推進基金 2,000 百万円 

エ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財

政需要額に含まれることが見込まれる金額 386,005 百万円 

オ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、

次のとおり。 

  



（単位：百万円） 

区分  金額  

標準財政規模  220,592 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額  32,731 

将来負担額  706,063 

充当可能基金額  60,263 

特定財源見込額  10,232 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額  386,005 

カ 地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース 

債務金額 該当なし 

キ 所有外資産 

国道（用地）、河川、農地、治山等は、管理等を行う県が県債等を財源に整備をし

ても、国等の資産とされることから、県に資産計上しない。 

 

（３）純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

ア 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上して

いる。 

イ 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上している。 

 

（４）資金収支計算書に係る事項 

ア 基礎的財政収支 15,332 百万円 

イ 既存の決算情報との関連性 

（単位：百万円） 

項 目 収入（歳入） 支出（歳出） 

歳入歳出決算書【一般会計】 397,790 385,832 

財務書類の対象会計との範囲の相違による差額

（※１） 

46,606 47,102 

繰越金による差額（※２） △17,295 － 

資金収支計算書【一般会計等】 427,101 432,934 

※１ 上記の歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対し、資金収

支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収

支計算書は一部の特別会計（12 会計）の分だけ相違する。 

※２ 歳入歳出決算書において収入に計上する繰越金については、資金収支計算書で

は収入に計上しないため、その分の差額が生じる。 

ウ 一時借入金 

なし 

  エ 重要な非資金取引 

    なし 

  



全体会計及び連結会計 

１ 重要な会計方針 

（１）全体会計 

一般会計等財務諸表と同様の基準に基づき、一般会計等に地方公営事業会計を加え

て作成する。なお、地方公営企業法等が適用される会計については、地方公営企業会

計基準等によることとし、処理方法の統一化は行っていない。 

 

（２）連結会計 

連結対象とされる団体等の財務処理に関する基準に基づき作成された財務諸表を

基本として、全体会計に連結対象団体を加えて作成する。また、連結対象団体の間の

取引等については、相殺消去により調整を行っている。 

 

２ 重要な会計方針の変更等 

  該当なし 

 

３ 重要な後発事象 

  該当なし 

 

４ 追加情報 

（１）連結対象団体（会計） 

ア 全体財務諸表 

一般会計等の会計区分に加え、次の会計を対象としている。 

【公営事業会計】 

天神川流域下水道事業会計、電気事業会計、工業用水道事業会計、埋立事業会

計、病院事業会計、県営境港水産施設事業特別会計、港湾整備事業特別会計、

国民健康保険運営事業特別会計 

イ 連結財務諸表 

全体財務諸表に加え、次の団体を対象としている。 

【一部事務組合】 

境港管理組合 

【地方独立行政法人】 

（公大）公立鳥取環境大学、（地独）鳥取県産業技術センター 

【地方三公社】 

鳥取県住宅供給公社、鳥取県土地開発公社 

【第三セクター等】 

智頭急行（株）、（公財）とっとりコンベンションビューロー、（一財）鳥取県観

光事業団、（公財）鳥取県国際交流財団、（一財）因幡街道ふるさと振興財団、

（公財）とっとり県民活動活性化センター、（公財）鳥取県文化振興財団、（公

財）鳥取童謡・おもちゃ館、（公財）鳥取県スポーツ協会、（公財）鳥取県教育

文化財団、（公財）鳥取県臓器・アイバンク、（公財）鳥取県環境管理事業セン

ター、（公財）鳥取県天神川流域下水道公社、（公財）中海水鳥国際交流基金財

団、（公財）鳥取県食鳥肉衛生協会、（公財）鳥取県生活衛生営業指導センター、

（公財）鳥取県産業振興機構、（公財）ふるさと鳥取県定住機構、（公財）鳥取

県農業農村担い手育成機構、（一財）鳥取県野菜価格安定基金協会、（一社）鳥



取県果実生産出荷安定基金協会、（公財）鳥取県畜産振興協会、（公社）鳥取県

畜産推進機構、（公財）鳥取県造林公社、（公財）鳥取県林業担い手育成財団、

（公財）鳥取県栽培漁業協会、（公財）鳥取県魚の豊かな川づくり基金、（公財）

鳥取県暴力追放センター 

 

（２）出納整理期間 

地方自治法第 235 条の５に基づき、出納整理期間が設けられている団体（会計）に

おいては、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末

の計数としている。 

なお、出納整理期間を設けている団体（会計）と出納整理期間を設けていない団体

（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等

が終了したものとして調整している。 

 

（３）表示単位未満の取扱い 

百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計額が一致しない場合がある。 

 


